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議案第４０号 

   令和５年度宝塚市一般会計補正予算（第１０号） 

 令和５年度宝塚市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,654,606千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

96,576,441千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。  

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加・廃止・変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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第２表　繰越明許費補正

　追　　　加 （単位　千円）

款 金　　　額

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 3
戸籍住民基本台帳
費

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 2 老人福祉費

3 民生費 3 児童福祉費

4 衛生費 1 保健衛生費

8 土木費 2 道路橋りょう費

文化施設管理運営事業_建物保全 6,632

財産管理事業 9,105

価格高騰重点支援給付金給付事業 3,500

児童館運営事業_建物保全 1,038

橋りょう維持事業_インフラ保全 34,373

項 事　　　業　　　名

戸籍・住民基本台帳管理事業 49,407

財政事務事業 3,080

新型コロナウイルスワクチン接種事業 12,726

老人福祉センター事業_建物保全 2,955



款 金　　　額項 事　　　業　　　名

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 3 河川費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

10 教育費 2 小学校費

10 教育費 3 中学校費

10 教育費 3 中学校費

既設公園整備事業_インフラ保全 36,781

荒神川都市基盤河川改修事業 12,604

一般市道新設改良事業 22,957

道路整備計画策定事業 12,437

小学校施設整備事業 29,900

都市計画道路山手幹線整備事業（梅野町
工区）

136,400

都市計画道路競馬場高丸線整備事業 252,639

中学校施設整備事業 15,600

中学校施設整備事業_建物保全 863,768

県施行都市計画道路中筋伊丹線関連市道
整備事業

1,000

- 9 -
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款 金　　　額項 事　　　業　　　名

10 教育費 4 特別支援学校費

10 教育費 4 特別支援学校費

10 教育費 5 幼稚園費

10 教育費 6 社会教育費

10 教育費 7 保健体育費

　変　　　更 （単位　千円）

金　額 金　額

2 総務費 1 総務管理費 4,800 165,537

8 土木費 2 道路橋りょう費 10,000 45,000

10 教育費 2 小学校費 7,425 1,174,580

特別支援学校施設整備事業 1,300

中央図書館管理運営事業_建物保全 2,999

特別支援学校施設整備事業_建物保全 98,560

幼稚園施設整備事業_建物保全 43,474

給食事業_建物保全 93,000

款 項

補　正　前 補　正　後

事　業　名 事　業　名

新庁舎・ひろば整備事業 新庁舎・ひろば整備事業

道路バリアフリー化整備事
業

道路バリアフリー化整備事
業

小学校施設整備事業_建物
保全

小学校施設整備事業_建物
保全



第３表　地方債補正

　 追　　加 （単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法

保健給食施設整備事業債 79,400

特別支援学校施設整備事業債 86,400

幼稚園施設整備事業債 28,900

　  廃　　止 （単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法

人権文化センター施設整備事業債 30,800

公益施設整備事業債 34,700

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

  　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。
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　  変　　更 （単位　千円）

限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法

共同利用施設整備事業債 70,800 68,100

文化振興施設整備事業債 14,500 13,100

社会福祉施設整備事業債 149,300 135,000

老人福祉施設整備事業債 66,700 53,200

保健衛生施設整備事業債 98,700 90,400

医療機器整備事業債 25,300 21,600

ごみ処理施設整備事業債 1,597,200 1,896,300

道路橋りょう整備事業債 231,200 194,300

河川整備事業債 42,000 35,000

街路整備事業債 961,600 827,100

公園整備事業債 57,400 66,800

市営住宅整備事業債 80,900 70,900

消防施設整備事業債 164,700 147,400

防災施設整備事業債 4,700 3,300

小学校施設整備事業債 106,000 1,053,900

中学校施設整備事業債 11,500 715,700

社会教育施設整備事業債 18,800 13,100

スポーツ施設等整備事業債 192,200 190,500

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

補　　正　　後

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。
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議案第４１号 

   令和５年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第３号） 

 令和５年度宝塚市の特別会計国民健康保険事業費の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52,093千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

23,202,689千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

  

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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令和５年度 

 

 

宝塚市特別会計 

 

介護保険事業費補正予算 

 

 

（第４号） 
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議案第４２号 

   令和５年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第４号） 

 令和５年度宝塚市の特別会計介護保険事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ128,380千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

24,124,233千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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令和５年度 

 

 

宝塚市特別会計 

 

後期高齢者医療事業費補正予算 

 

 

（第３号） 
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議案第４３号 

   令和５年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第３号） 

 令和５年度宝塚市の特別会計後期高齢者医療事業費の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,497千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

4,969,235千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 22 14,497 74繰 1

歳　　入　　

,

合　　計 4,954,

3

738 14,497 4

1

,969,235

第 

9

１ 表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

1

歳　入

一

款 項 補正前の額 補　

般

正　額 計

（単位：千円

会

）

- 28 -

入

計繰入金 726,82

金

1 14,497 741

7

,318

26,8



2 域連合納付金 4,80後 9,59

歳　　出

1

　　合　　計 4,95

1

4,738 14,49

4

7 4,969,235

,

歳　出

4

款 項 補正前の額 補　

9

正　額 計

（単位：千円

期 7

）

- 29 -

4,824,088高

1 後期高齢者医療広

齢

域連合納付金 4,80

者

9,591 14,49

医

7 4,824,088

療広



- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

宝塚市特別会計 

 

小浜財産区補正予算 

 

 

（第２号） 
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議案第４４号 

   令和５年度宝塚市特別会計小浜財産区補正予算（第２号） 

 令和５年度宝塚市の特別会計小浜財産区の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,330千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,138千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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令和５年度 

 

 

宝塚市特別会計 

 

宝塚市営霊園事業費補正予算 

 

 

（第４号） 

 

 

 

 



- 39 - 

 

議案第４５号 

   令和５年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算（第４号） 

 令和５年度宝塚市の特別会計宝塚市営霊園事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,912千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

332,288千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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第２表　地方債補正

　  変　　更 （単位　千円）

限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法

墓苑整備事業債 17,200

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　　　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

15,700

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　　　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後
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